
整備予定と、整備予定に合わせた取り組み案（まちづくり活動計画案）

今年度の座談会でご議論いただいた結果は、公園設計や道路の設計に配慮されるほか、住宅再建の際にご配慮いただくまちづくりルールの具体化につなげたいと考えます。

このため、次年度は、市が行う公園設計と併せて町内会様に公民館の設計に取り組んでいただきたいほか、まちづくりルールで定める項目と基準を勉強会を開催しながら
ご議論いただくことをご提案します。

また、「居住の場として、安全で心地よく暮らせる地区」、「地域のつながりが盛んな温かみのある地区」であり続けるため、整備後も、安心して暮らせたり、まちの維
持管理が適切に行えるように、下青井町独自のまちづくり活動を実践されることをご提案します。

３ 公園やまち並み形成の実現化方策について（案）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度以降

（仮称）西部公園

下青井町公民館再建

まち並み形成

設計（市）

設計（町内会）

工事（市）

工事（町内会）

説明会参加 公園の名称検討

維持管理（市から民間事業者や町内会等へ委託）

町内会行事での活用（地蔵祭りなど）

町内会での定期的な防災訓練の実施

建物の維持管理

勉強会・説明会参加

地区計画運用

個別の住宅等の再建（設計、工事、入居）、まち並み形成への配慮への協力

道路や宅地の造成工事（県）、避難路の設計・工事（市）

下青井町独自のまちづくり活動
＜一例＞
地区計画に合わせた
・新しいゴミ集積所の位置
・立て看板や張り紙の制限
・地域の見守り活動（一人暮らしの高齢者や子ども）など

道路の維持管理
（県、市）

地区計画検討・手続き（市）
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行政が主となる取り組み
町内会や住民の皆さんが
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